
静岡県熱海市で2021年7月に発生した土石流災害で、盛土の存在が被害を
拡大した要因であるとして、危険な盛土を全国的に規制する法律が整備されま
した。今年5月に施行されます。
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「全国で盛土規制始まる」
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排出事業者のための有益情報満載ニュースレター

熱海市の盛土被害

2021年7月の熱海市の土石流災害は、熱海市伊豆山の逢初（あいぞ
め）川流域で、大雨によって約５万立方メートルの盛土が崩落し、大規模
な土石流を起こしたものです。周辺に住む方々は避難生活を余儀なくされま
した。土砂が道路に流れ込んでくる様子や捜索活動の様子を伝える映像は
多くの方の記憶に残っているのではないでしょうか。死者・行方不明者28名、
住宅被害98棟、という甚大な被害がありました。

盛土の中に建設系の産業廃棄物
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国土交通省 盛土規制法 概要資料より

地盤災害が専門の釜井俊孝教授（京都大学防災研究所）によると、盛土は大きく２つに分けられます。１つは、宅地造成
の際に低い場所を埋めて土地を作る 「宅地盛土」と言われるもので、土砂災害を防ぐため排水設備の設置が義務付けられてい
ます。もう１つは、建設現場から出る「建設残土（建設発生土）」を山の中に“盛土”として投棄しているケースです。

静岡県は、熱海市の現場調査の結果、崩落した盛土部分の実態は残土処理場だったとの見解を示しました。盛土部分に排
水設備は確認できなかったとのことです。また、2021年に崩落が起きる前年の2020年８月に、盛土の中に産業廃棄物とみられ
る木くずが混入していることが判り、造成工事を行った不動産管理会社に対し熱海市と静岡県が、撤去指導をしていたという事実
が公表されています。

盛土による土砂崩れが他にも

熱海市の災害の1ヶ月前の2021年6月には、千葉県多古町で盛土作業中に土砂崩れが
発生しています。重機で作業していた男性が全身打撲の怪我を負いドクターヘリで病院に搬送
されました。崩れた土砂は付近に幅約60m、高さ最大１m80cm堆積して現場脇の県道を
ふさぎ、約１kmにわたって通行止めになりました。この盛土は、建設業者が大量に運び入れた
残土で、多古町の注意・指導にも関わらず搬入が止まず、６月に崩落したという事例です。
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建設残土は「再利用できる資源」であるとして廃棄物処理法上の「廃棄物」には含まれていません。そのため、これまでは「盛土」
の名目で危険性を無視して同じ場所に繰り返し投棄される行為が、厳しい規制を受けずに見逃されたケースは多かったようです。
盛土規制法の施行によって、人の命や生活を奪う災害を引き起こす「危険な盛土」が減ることが期待されます。

コラムの更新やサービスに関するお役立ち情報をお知らせするメールマガジン
（月１回程度）を発信しています。配信希望の方は以下の「お問い合せ」をクリック！
項目から「メールマガジン配信希望」を選んでください。https://www.re-tem.com/contact/

編集後記

盛土規制法の誕生

熱海市の土石流災害をきっかけに、国は都道府県に盛土の総点検を要請。全国で約36,000ヶ所が目視等により点検され、
盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが多数存在することが認識されました。

その点検結果等も踏まえ、今年5月26日に、盛土規制法＝「正式名 宅地造成及び特定盛土等規制法」 が施行されます
（2022年５月27日に公布）。盛土等による災害から国民の生命と身体を守るため、土地の用途にかかわらず、危険な盛土を
全国一 律の基準で包括的に規制する法律として、現行の「宅地造成等規制法」の法律名と内容を抜本的に改正して作られま
した。

⚫ 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰
則の上限より高い水準に強化（最大で懲役３年以下、罰金1,000万円以下、法人重科３億円以
下）

実効性のある罰則の措置

盛土規制法（宅地造成及び特定盛土等規制法）の概要

責任の所在の明確化

盛土等の安全性の確保

⚫ 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化

⚫ 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令で
きることとする 等

⚫ 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定

⚫ 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1] 施工状況の定期報告 [2] 施工中の中間検査 [3] 工事完了時の完了検査を実施

⚫ 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼ
しうる区域を規制区域として指定

⚫ 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を都道府県知事等の許可
の対象とする 等

スキマのない規制

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000076.html
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